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「原子力防災計画」の早期見直しと泊原発の段階的運転停止・計画的

廃炉、３号機「プルサーマル計画」の撤回を求める要請 

 
 貴職におかれましては、日頃より、道民生活の維持向上にご尽力されていることに対し敬意

と感謝を申し上げます。 

 さて、私たちはこれまで、「核と人類は共存できない」との立場から原子力発電に反対し、再

生可能な自然エネルギーへの転換を求めてきました。 

3月 11日に発生した東日本大震災で被害を受けた東京電力の福島第一原子力発電所では、依

然として冷却機能を取り戻せないまま、１～3号機でのメルトダウン（炉心溶融）や水素爆発、

原子炉圧力容器や格納容器の破損、放射性物質の大量漏えいなど、原子力史上最悪の事態を招

いており、収束の見通しも不透明となっています。また、多くの住民が長期の避難生活を強い

られ、原発作業員も過酷な労働条件下にあります。今回の事故は、「安全性」のみを強調し原発

を推進してきた政府や、大地震と津波対策を軽視してきた電力会社の責任は極めて重く、｢想定

外｣を口実に責任を免れようとする姿勢は断じて許されるものではありません。 

 文科省は、学校の屋外活動を制限する放射線量の基準値を「年 20㍉シーベルト｣を目安とし

ました。一般人の年間許容限度の20倍という高さであり、こうした被ばく線量は業務従事者で

も極めて少ないとされています。これは、子どもたちに被ばくを許すものであり断じて容認で

きるものではありません。 

 また、「ただちに身体に影響を与えるレベルではない」を繰り返すだけでは住民不安は払拭で

きません。政府・東電には、この間、十分な情報公開がなされているとは言いがたく、迅速・

正確な情報公開と住民の生命・安全を守ることに全力を注ぎ、早期に事態の収束をはからなけ

ればなりません。 

泊原発においては、道の「原子力防災計画」は半径 10㌔圏内の４町村を対象としています。

北電の耐震安全評価も「85 ㌔沖合いの断層による M8.2 の地震、最大津波を 9.8 ㍍」を想定し

ており、到底、今回の地震・津波による被害を避けることはできません。また、泊原発沖には

「海底活断層」の存在が指摘されています。北電は 2012年春にも泊原発 3号機でプルトニウム・



ウラン混合酸化物（MOX）燃料として多量のプルトニウムを扱うプルサーマル発電を開始しよう

としています。プルトニウムはウランより核分裂しやすく危険性が高いばかりか、強い発がん

性も指摘されています。福島原発 3号機もプルサーマル発電をしており、事故の検証のないま

ま北電が 5月 20日に行った MOX燃料製造申請は、断じて容認できるものではありません。 

北電の電力供給力は約 742 万㌔㍗でこのうち約 207 万㌔㍗が原子力です。仮に泊原発 1～3

号機すべてを停止すると、供給力は約 535 万㌔㍗となります。道内の電力需要は最大で約 578

万㌔㍗であることから、約 43万㌔㍗が不足となりますが、この不足分を風力や太陽光などの再

生可能なエネルギーの推進や節電などの省エネによって補えば、原子力発電は必要なく少なく

とも 1～3号機の段階的な運転停止は可能であると考えます。 

核と人類は共存できません。私たちは、子どもたちの未来に「負の遺産」を残さないために

も、持続可能で平和な社会（脱原発社会）を実現しなければならないと考えています。 

つきましては、以下の事項について要請いたしますので、本日から開催されます定例道議会

の場で十分な論議をしていただき、適切な対応をされますようお願い申し上げます。 

 

＜要請事項＞ 

１．福島原発事故を受け、北海道の「原子力防災計画」を早期に見直すこと。 

 

２．全道的な放射能調査を継続実施するとともに、情報公開をすすめること。 

 

３．泊原発３号機のプルサーマル計画について、道の「事前了解」を撤回もしく

は凍結すること。また、北電が経産省に行った｢ＭＯＸ燃料製造申請（輸入燃料

体検査申請）｣を撤回させること。 

 

４．泊原発１～３号機については、将来的な廃炉をめざし、段階的に運転を停止

すること。定期検査中の１号機や８月にも定期検査が予定されている２号機に

ついては、高度な安全対策が構築されるまで運転再開をしないこと。 

 

５．函館市から３０㌔圏内にある青森県大間原発については、国や電源開発に対し

て、建設中止を申し入れること。 

 

６．文科省が示す子どもの被ばく線量「年 20 ㍉シーベルト」を撤回するよう、国

に要請すること。 

 

７．政府に対して原発推進のエネルギー政策からの転換を要請するとともに、再

生可能な自然エネルギーの推進を強力に展開すること。 

 

以  上 

 


